
信用取引に関する説明書
（契約締結前交付書面）

＜『オンライン信用取引サービス』用＞

この書面は、信用取引に関するリスクや戎ぢ丼
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・ 株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏
付けとなっている株式、債券、不動産、商品等（以下、「裏付け資産」※1といいます）
の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動する
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当社が信用取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
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・ 建玉について、お客様に支払うべき金利や品貸料が発生する場合、当社が受け取るべき金利、品貸
料、諸手数料等と対当額で差引を行う取扱いとさせていただきます。

・ 売買単位の50倍を超える信用取引の売付けを一度に行う場合には、「有価証券の取引等の規制に
関する内閣府令」により価格規制を受けますので、注意してください。

・ 注文された信用取引が成立すると、その内容を確認していただくため、取引報告書をお渡しいた
します（郵送又は電磁的方法による場合を含みます）。万一、記載内容が相違しているときは、
速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。

・ オンライン信用取引サービスをご利用いただく場合は、野村ホームトレードのご利用またはお取
引店へのお問合せにより、オンライン信用期日、委託保証金の状況等をご自身で確認していただ
きます。

当社の概要

商　　号　　等　　野村證券株式会社　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第142号
本 店 所 在 地　　〒103-8011 東京都中央区日本橋1-9-1
加 入 協 会　　日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
　　　　　　　　　一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関　　特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター
資　　本　　金　　100億円
主 な 事 業　　金融商品取引業



20万円超
50万円超
70万円超
100万円超
300万円超
500万円超

1,000万円超
3,000万円超

5,000万円超

≪基本料率≫
店頭での の
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信用取引に係る諸費用

○ 管理費
売り方・買い方双方のお客様より、新規建て約定日より１か月を超えるごとに1株（投
資信託等の場合は１口。以下、同じ）につき10銭5分（売買単位が１株である銘柄の
場合は105円）を乗じた額をいただきます。ただし、その乗じた額が105円に満たない
ときは105円、1,050円を超えるときは1,050円となります。

○ 権利処理等手数料
買建玉について、総株主通知に係る株主等を確定する権利付最終日を英逆き逆き逆き 薬
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委託保証金について

　信用取引による新規建てを行った場合、売買代金の30％以上で、かつ30万円以上の委託保証金を、



別 紙4
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「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン

（2013年１月１日実施予定の東京証券取引所のガイドラインです。東京証券取引所の規則改正に
より内容が変更となる場合があります。他の金融商品取引所も同様のガイドラインを定めていま
すが、内容の一部に相違があります。）
　株式会社東京証券取引所（以下「当取引所」という。）は、個別銘柄に係る信用取引の過度の利用
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（注２）１．については、当該基準に該当した場合であっても、当取引所が残高の推移を注視する
必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に指定
することができる。

（注３）１．については、当該基準に該当しない場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況
から翌営業日に当該基準の水準を大幅に上回ることが見込まれると判断した場合には、当
該基準を適用することができる。

Ⅱ．解除基準
　次に掲げる１．及び２．の基準のすべてに該当した銘柄については、「日々公表銘柄」の指定
を解除する。

　⒈　残高基準
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つ、次のいずれかに該当する場合
イ．当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付
比率が30％以上である場合（当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均
株価未満である場合に限る。）

ロ．当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付
比率が60％以上である場合（当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均
株価を超過している場合に限る。）

（４）特例基準
（１）～（３）の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状

］ 侭 ク 倓洞 準
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（３）売買回転率基準
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第９条　建玉を維持できる期限
本サービスにおいて、お客様は、新規建てを行った日の６か月目の応当日（但し、応当日
がないときはその月の末日をいうものとします。応当日が取引所の休業日に当たるとき
は、順次繰上げます）の前日（但し、取引所の休業日は除いて数えます。以下、「オンラ
イン信用期日」といいます）までに、当該取引に係る建玉につき、反対売買し、または現
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第14条　本サービス利用の停止・解約 
⒈　お客様が、本規定のほか、関係法令諸規則、「信用取引口座設定約諾書」または「野村の証
券取引約款」の定めに違反した場合は、当社はお客様に通知することなく、お客様の本サー
ビスの利用を停止することができるものとします。
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